
 

井原市飲料水供給事業補助金交付要綱 
 

（平成１６年１２月１６日井原市告示第７４号） 
　（趣旨） 
第１条　飲料水供給施設の整備の推進を図るため、飲料水供給事業を行う者に対し予算の範

囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、井原市補助金交付規程（昭和３

４年井原市規程第１号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 
　（補助対象及び補助率） 
第２条　補助金の交付の対象となる事業及び補助率は、別表に定めるところによる。 
　（補助金交付申請及び交付決定） 
第３条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、井原市飲料水供

給事業補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 
２　市長は、前項の申請書を審査し、補助金交付が適当と認めたときは、井原市飲料水供給

事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 
　（申請の取下げ期限） 
第４条　申請者は、補助金の交付の決定を受けた日から起算して、３０日以内に申請の取下

げをすることができる。 
　（変更等承認申請） 
第５条　補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業等の内

容、経費の配分その他申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受

けようとするときは、井原市飲料水供給事業変更（廃止、中止）承認申請書（様式第３

号）を市長に提出しなければならない。 
　（状況報告） 
第６条　補助事業者は、次の各号に定めるところにより、補助事業の実施状況を市長に報告

しなければならない。 
（１）　補助事業着手届　着手の日から５日以内 
（２）　補助事業遂行状況報告書　市長が報告を求めたとき。 

　（実績報告） 
第７条 　補助事業者は、補助事業が完了したとき（廃止、中止の承認を受けたときを含む。 

）は、井原市飲料水供給事業実績報告書（様式第４号）を市長に提出しなければならな

い。 
　（補助金交付請求） 
第８条 　補助事業者は、井原市飲料水供給事業補助金交付請求書（様式第５号）により補助 
　金の交付を請求しなければならない。 
　（補助金に係る帳簿等の保存年限） 
第９条　補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業完了後５年間保存

しなければならない。 
　（その他） 



 

第１０条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 
　　　附　則 
　（施行期日） 
１　この要綱は、平成１７年３月１日から施行する。 
　（経過措置） 
２　芳井町の編入の日前に、芳井町飲料水供給事業補助金交付規程（昭和５２年芳井町告示

第２６号）の規定によりなされた申請、決定その他行為は、この要綱の相当規定によりな

されたものとみなす。 
　　　附　則（平成２３年２月３日井原市告示第６号） 
　この要綱は、告示の日から施行する。 
　　　附　則（平成２３年１１月２５日井原市告示第１１５号） 
　この要綱は、告示の日から施行する。 
　　　附　則（令和元年９月３０日井原市告示第１０９の６号） 
　この要綱は、告示の日から施行する。 
　　　附　則（令和７年３月３１日井原市告示第１３３号） 
　この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 
別表（第２条関係） 

備考 
１　補助対象となる飲料水供給施設には、附帯施設（施設の管理上必要と認められるものに

限る。）を含む。 
２　飲料水供給施設の維持管理のための清掃等作業とは、取水口の堆積土除去作業、配水池

等の清掃作業、施設周辺の草刈り作業及び水質検査をいう。 
 

 補助金の対象

となる事業名
基準事業費 補助率 補助の要件

 飲料水供給施

設の新設

３００，０００円以上

のもの

基準事業費の

８／１０以内

１　上水道及び簡易水道の給水

区域外で供給戸数が２戸以上

の施設であること。ただし、

市長が特に必要であると認め

るときは、この限りでない。 
２　水道法施行令（昭和３２年

政令第３３６号）第６条に定

める基準に準じて施行するも

のであること。

 飲料水供給施

設の改修

１００，０００円以上

のもの

基準事業費の

７／１０以内

 飲料水供給施

設の維持管理

のための清掃

等作業

５０，０００円以上の

もの

基準事業費の

７／１０以内



 

様式第１号（第３条関係） 

　※添付書類 (1)実施計画書 (2)位置図 (3)詳細図 (4)見積書 (5)組合員名簿 

 

  
年　　月　　日 

 
　井原市長　　　　殿 
 
　　　　　　　　　　　　　　（申請者）住　　　所 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　 
 
 

井原市飲料水供給事業補助金交付申請書 
 
　井原市飲料水供給事業補助金の交付を受けたいので、井原市飲料水供給事業補助金交付要綱

第３条第１項の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。

 
事 業 名

　　　　　　　　　　□新設 
　飲料水供給施設の　□改修 
　　　　　　　　　　□維持管理のための清掃等作業

 
補助金交付

申 請 額
円

 
事業計画及び財源内訳

 
事 業 計 画 額 補 助 期 待 額 地 元 分 担 金

 

 
事業の概要

 



 

様式第２号（第３条関係） 

 

  
井上水第　　　　　号 

　　　　　年　　月　　日 
 
　　　　　　　　　　殿 
 

井原市長　　　　　　　　　　　 
 
 

井原市飲料水供給事業補助金交付決定通知書 
 
　　　　　年　　月　　日付け申請のあった　　　　年度井原市飲料水供給事業補助金につい

て、次のとおり交付することに決定したので、井原市飲料水供給事業補助金交付要綱第３条第

２項の規定により通知する。

 
事 業 名

 
補 助 金 額

円

補助事業費

円

  
※補助条件 
　１　本補助金は　　　　年　　月　　日付け申請のあった井原市飲料水供給事業に対し交付

するものであるから当該事業以外に使用してはならない。 
　２　補助対象事業の内容の全部又は一部を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けな

ければならない。ただし、補助対象経費の増額による補助金額の増額は認めない。 
　３　補助対象事業を中止又は廃止する場合は、あらかじめ市長に報告し、その承認を受けな

ければならない。



 

様式第３号（第５条関係） 
年　　月　　日　　 

 
 
 
　井原市長　　　　殿 
 

住 所　　　　　　　　　　 
申請者　　　　　　　　　　　　　　 

氏 名　　　　　　　　　　 
 
 

井原市飲料水供給事業変更（廃止、中止）承認申請書 
 
 
　　　年　　月　　日付け第　　号により通知を受けた、井原市飲料水供給事業について、

変更（廃止、中止）をしたいので、下記のとおり申請します。 
 
 

記 
 
１　変更（中止・廃止）の理由 
 
 
 
２　変更の内容 
 
 
 
３　中止の期間 
 
 
 
 
（注）　２については、変更のとき、３については、中止のときのみ記載すること。 
 



 

様式第４号（第７条関係） 
年　　月　　日　　 

 
　井原市長　　　　殿 
 

住 所　　　　　　　　　　 
 

氏 名　　　　　　　　　　 
 

　　年度井原市飲料水供給事業実績報告書 
 
　　　年　　月　　日付け第　　　　号で補助金交付決定のあった、この事業が完了したの

で、関係書類を添えて報告します。 
 

記 
 
１　事 業 名 
 
２　収支精算書 
 
３　事業成績書 
 



 

収 支 精 算 書 
１　補助金精算書 

 
２　収入の部 

 
３　支出の部 

 

 地区名 補助金交付決定額 精算事業費 補助率 精算補助金 既受領額 差引補助金受領額 備考

 　 　 　 　 　 　 　 　

 科 目 予 算 額 精 算 額 比 較 増 減 備 考

 市 補 助 金 
地元分担金 

 
 

計

　 　 　 　

 科 目 予 算 額 精 算 額 比 較 増 減 備 考

 工 事 費 
 
 
 

計

　 　 　 　



様式第５号（第８条関係） 
井原市飲料水供給事業補助金交付請求書 

 
 
 

請求金額　　金　　　　　　　　　　円 
 

　　　年度井原市飲料水供給事業補助金（　　地区）を上記のとおり請求しますので、指定

の金融機関口座に振り込んでください。 

 
　　　　　年　　月　　日 
 
 
　井原市長　　　　殿 
 
 

補助事業者　　住 所　　　　　　　　　　 
氏 名　　　　　　　　　　 

 
振込口座 

 金融機関名 　

 口 座 種 目 普通　　・　　当座　　・　　総合

 口座名義人 　

 口 座 番 号 　


